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夏
の
交
通
事
故
防
止
運

動
が
始
ま
り
ま
す

市
内
海
岸
国
有
林
の

測
量
作
業
の
お
知
ら
せ

あ
な
た
の
周
り
に
い
ま
せ

ん
か
？

「
市
政
功
労
者
候
補
者
推

薦
の
お
願
い
」

６５
歳
以
上
の
介
護
保

険
料（
本
算
定
）

決
定
通
知
書
を
発
送

し
ま
す

　
平
成
２６
年
中
の
所
得
に
基
づ

き
、介
護
保
険
料
を
計
算
し
、平

成
２７
年
度
決
定
通
知
書
を
７
月

末
に
郵
送
し
ま
す
。

※
決
定
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
や
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
３
～
２
４
４
５
）

　

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方
に

「
介
護
保
険
負
担
割

合
証
」を
交
付
し
ま
す

　

介
護
保
険
制
度
改
正
に
伴

い
、本
年
８
月
１
日
㈯
よ
り
一

定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
は
、

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
時
の
負

担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す
。

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
被
保
険
者
全
員
に
つ

い
て
、７
月
下
旬
ま
で
に
負
担

割
合（
１
割
ま
た
は
２
割
）を

記
載
し
た「
介
護
保
険
負
担
割

合
証
」を
郵
送
し
ま
す
。

問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
２・２
４
３
９
）

　

 

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

『
環
境
フ
ェ
ア
２
０
１
５
』

参
加
団
体
募
集
！

　
環
境
問
題
に
関
す
る
知
識
の

普
及
・
啓
発
を
図
る
た
め『
環

境
フ
ェ
ア
』を
開
催
し
ま
す
。

と　
き　
１０
月
３１
日
㈯

　
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
３
時

※
同
時
開
催「
第
２４
回
か
な
ん

ま
つ
り
」

と
こ
ろ　
遊
楽
館

対　
象

・
環
境
問
題
へ
関
心
を
高
め
、

　

環
境
保
全
行
動
の
実
践
に
つ

　
な
が
る
も
の

・
イ
ベ
ン
ト
自
体
が
環
境
に

　
配
慮
し
た
も
の

定
　
員　

１
～
２
団
体
程
度

８
月
か
ら「
介
護
保

険 

負
担
限
度
額
認

定
証
」の
更
新
受
付

が
始
ま
り
ま
す

行
政
情
報

第
１０
回
石
巻
市
統
計
グ

ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル
作
品

募
集

　
統
計
は
身
近
な
で
き
ご
と
や

社
会
の
動
き
、自
然
現
象
等
を

数
字
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
統
計
を
グ

ラ
フ
で
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

応
募
資
格

　
第
一
部　
小
学
１・２
年
生

　
第
二
部　
小
学
３・４
年
生

　
第
三
部　
小
学
５・６
年
生

　
第
四
部　
中
学
生

　
第
五
部　
高
等
学
校
以
上
の

　
生
徒・学
生
お
よ
び
一
般

　
パ
ソ
コ
ン
統
計
グ
ラ
フ
の
部

　
小
学
生
以
上

申
込
期
限　
８
月
２６
日
㈬

問

申
・
　
総
務
課（
内
線
４
９
３
１
）

　
運
動
の
重
点

・
適
度
な
緊
張
感
を
保
持
し
た

  

ゆ
と
り
あ
る
運
転
の
徹
底

・
暴
走
族
の
根
絶

・
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

  

等
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

　
７
月
２１
日
㈫
～
8
月
２０
日
㈭

問　
危
機
対
策
課（
内
線
４
１
６
５
）

　
　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

宮
城
北
部
森
林
管
理
署
で

は
、鮎
川
浜
地
区
の
鬼
形
山
国

有
林
、十
八
成
浜
地
区
の
太
田

山
、疣
石
山
国
有
林
、雄
勝
地
区

の
波
板
・
大
須
国
有
林
の
境
界

標
識
を
復
元
す
る
た
め
、7
月

か
ら
11
月
の
期
間
に
境
界
検
測

作
業
を
行
い
ま
す
。

　
測
量
の
際
、隣
接
地
へ
立
ち
入

り
作
業
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
宮
城
北
部
森
林
管
理
署

　
☎
０
２
２
９－

２２－

２
０
７
４

　

長
年
に
わ
た
り
地
域
の
清
掃

や
奉
仕
活
動
に
熱
心
に
取
り
組

ん
で
き
た
、作
品
や
指
導
を
通
し

て
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え

て
き
た
、ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
尽
力

し
て
き
た
…
等
、そ
の
功
績
が
特

に
優
れ
、郷
土
の
誇
り
と
し
て
認

め
ら
れ
る
方
を
、市
政
功
労
者

と
し
て
表
彰
し
ま
す
。皆
さ
ん
の

周
り
に
い
る“
す
ば
ら
し
い
方
”

を
ぜ
ひ
、ご
推
薦
願
い
ま
す
。

対　
象

（
お
お
む
ね
１２
年
以
上
の
も
の
）

・
社
会
福
祉
事
業
に
尽
力
し
た
方

・
市
民
の
健
康
増
進
、衛
生
思

　
想
の
普
及
発
達
に
尽
力
し
た
方

・
産
業
の
振
興
発
展
に
尽
力
し
た
方

・
道
路
の
愛
護
、公
園
広
場
の
整

　
備
そ
の
他
の
建
設
事
業
に
尽

　
力
し
た
方

・
芸
術
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
の
興

　
隆
に
多
大
な
功
績
の
あ
っ
た
方

・
篤
行
者
で一般
の
模
範
と
な
る
方

推
薦
方
法

　

個
人
ま
た
は
各
団
体（
町
内

会
や
組
合
等
）か
ら
の
内
申
が
必

要
で
す
。必
要
事
項
を
書
類
に

記
入
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
書
類
は
、市
役
所
各
関
係
課
・

各
総
合
支
所
関
係
課
・
各
支
所
・

秘
書
広
報
課
に
あ
り
ま
す
。ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

提
出
先　
市
役
所
各
関
係
課

提
出
部
数　

各
２
部（
１
部
コ

　
ピ
ー
可
）

提
出
期
限　

７
月
１5
日
㈬

　

   

秘
書
広
報
課

　
（
内
線
４
０
１
３・４
０
１
４
）

※
市
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

　
等
の
放
射
性
物
質
の
簡
易
検

　
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡
易

　

測
定
器
の
貸
出
を
無
料
で

　
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
環
境
放
射
線
対
策
室

　
　

 （
内
線
３
３
６
６
）

福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
に
よ

る
放
射
線
の
影
響

　
放
射
線
量
の
測
定
を
し
て
い

ま
す
。期
間
中
の
測
定
の
結
果
、

空
間
放
射
線
量
は
健
康
に
影
響

を
与
え
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。測
定
は
今
後
も

定
期
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）■空間放射線量の測定結果

測定箇所 測定結果 測定期間
市役所北出入り口前 0.05～0.06 5/1～5/29
市立保育所、私立幼稚園、私立保育園（敷地） 0.05～0.09 5/11～5/28
公共施設等（ホットスポット調査） 0.04～0.12 5/7～5/28
牡鹿地区集落 0.05～0.19 5/7～5/20

飲
酒
運
転
を
根
絶
し
ま

し
ょ
う

　

飲
酒
運
転
を
な
く
す
た
め
に

は
、自
動
車
を
運
転
す
る
人
も
、

周
囲
の
人
も
、皆
さ
ん
で
協
力
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
飲
酒
運
転
は
、絶
対
に「
し
な

い

」「
さ
せ
な
い

」「
許
さ
な

い

」と
い
う
強
い
意
志
を
持

ち
、皆
さ
ん
で
飲
酒
運
転
を
根

絶
し
ま
し
ょ
う


問　
危
機
対
策
課（
内
線
４
１
６
５
）

問

　
施
設
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
利
用
時
の
食
費
・
居
住
費
が

減
額
さ
れ
る
、現
在
使
用
中
の

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証（
紫
色
）」の
有
効
期
限
は
７

月
３１
日
㈮
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

７
月
下
旬
に
、自
宅
ま
た
は

入
所
施
設
へ「
更
新
案
内
」と

「
申
請
書
」等
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、新
規
申
請
に
つ
い
て

は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問

申
・
　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
２・
２
４
３
９
）

　

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

「復興いしのまき商品券」の販売
　国の経済対策と地方創生を目的とした「地域住民生活等緊急支援のための
交付金」を活用し、「石巻市プレミアム商品券発行事業」を実施します。
　この事業を市から受託した石巻商工会議所および市内三商工会では、地元
の消費活動の喚起を行い、地域経済の活性化を図るため、３割増商品券「復興
いしのまき商品券」の発行を行います。
○復興いしのまき商品券
　1組13,000円分（1,000円券13枚）を1万円で販売
○発行総数　60,000組限定　
と　き
○商品券販売期間　7月15日（水）～9月30日（水）午前10時～午後5時
　　　　　　　　　※1人1組限り購入可能（売り切れ次第終了）
○商品券使用期間　7月15日（水）～12月31日（木）
ところ
○石巻地区　
　7月15日（水）～16日（木）　・市総合体育館　・石巻ルネッサンス館
　7月17日（金）～　・石巻商工会議所　
○河北・雄勝・北上地区　7月15日（水）　・河北総合センター「ビッグバン」
　                                                (3地区共通）
　7月16日（木）～　・石巻かほく商工会（本所、雄勝・北上各支所）
○河南・桃生地区
　7月15日（水）～　・河南桃生商工会（河南本所・桃生支所）
○牡鹿地区　7月15日（水）～　・ 牡鹿稲井商工会（牡鹿本所、稲井支所）
申・問　石巻商工会議所　☎22-0145　
　　問　市商工課（内線3524）

（
応
募
多
数
の
場
合
は
、調
整
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

料　
金　
無
料

※
た
だ
し
、利
益
が
生
じ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、売
り
上
げ
の

１０
％
程
度
を
地
球
環
境
基
金
へ

寄
附
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
方
法

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

で
、団
体
名
、代
表
者
の
住
所
・

氏
名・電
話
番
号
、イ
ベ
ン
ト
の

内
容
を
記
入
し
、環
境
課
へ
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
７
月
２４
日
㈮

問

申
・
　
環
境
課（
内
線
３
３
６
９
）

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
２２－

６
１
２
０

　 isenv@
city.ishinom

aki.
lg.jp
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国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
に
は
、平
成
２６
年
中
の
所

得
に
基
づ
き
、加
入
者
ご
と
に
保

険
税
を
計
算
し
、７
月
中
旬
に

平
成
２７
年
度
納
税
通
知
書（
第

４
期
～
第
１０
期
の
確
定
賦
課
）

を
郵
送
し
ま
す
。

※
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

　

合
、ま
た
は
不
明
な
点
が
あ

　
り
ま
し
た
ら
、お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
３
７
～

　
　
　

２
３
３
９・２
３
４
２
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
税

の
納
税
通
知
書
を

お
届
け
し
ま
す
。

○
保
険
証
を
更
新
し
ま
す

　
新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
旬
に

住
民
票
の
住
所
に
郵
送
し
ま
す
。

　
保
険
証
の
色
は
オ
レ
ン
ジ
色

に
変
わ
り
ま
す
の
で
、８
月
１

日
㈯
以
降
に
医
療
機
関
等
に
か

か
る
と
き
は
、オ
レ
ン
ジ
色
の

保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、有
効
期
限
が
７
月
３１

日
㈮
と
な
っ
て
い
る
保
険
証

（
緑
色
）は
、８
月
３
日
㈪
以
降
に

保
険
年
金
課
、各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
ま
た
は
各
支
所
ま
で
直

接
返
還
を
お
願
い
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療

に
関
す
る
お
知
ら
せ

行
政
情
報

７
月
は「
河
川
愛

護
月
間
」で
す

　

川
の
環
境
を
守
り
、安
全
で

美
し
い
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
い
つ
ま

で
も
残
せ
る
よ
う
に
、「
河
川
愛

護
」と「
河
川
美
化
」へ
の
ご
理

解
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、河
川
へ
の
ゴ
ミ
の
不
法

投
棄
を
発
見
し
た
時
に
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。ま
た
、油
の
流
出

を
発
見
し
た
場
合
は
、最
寄
り

の
消
防
署
・
警
察
署
・
市
役
所
等

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　
北
上
川
下
流
河
川
事
務
所

　
　
☎
９４－

９
８
５
１

対　
象　
事
業
の
倒
産
ま
た
は

　
世
帯
主
の
疾
病・解
雇
等
で
、

国
民
健
康
保
険
税

の
減
免
申
請
は
お

早
め
に
！

　
市
で
は
、網
地
島
地
区
お
よ
び

田
代
島
地
区
内
に
自
動
車
を
所

有
し
て
い
る
方
が
、車
を
処
分
す

る
た
め
に
定
期
船
を
利
用
し
て
、

本
土
へ
車
を
航
送
す
る
際
に
必

要
と
な
る
航
送
費
用
の一部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。希
望
さ
れ
る
場

合
は
、申
請
手
続
き
が
必
要
で

す
の
で
、事
前
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　
廃
棄
物
対
策
課（
内
線
３
３
７
５
）

　
牡
鹿
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
☎
４5－

２
１
１
２

離
島
地
区
使
用
済

自
動
車
処
理
助
成
金

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額

決
定
通
知
書
お
よ
び
納
入
通
知

書
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
方
で
、納
入
通
知
書

が
届
か
な
い
場
合
、ま
た
は
不
明

な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、お
住
ま

い
の
地
区
の
後
期
高
齢
者
医
療

担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
３
８・２
３
４
２
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
７０
歳
未
満
の
方
が
入
院
等
を

し
た
場
合
、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」（
７０
歳
か
ら
７４
歳
の
方
で
市

民
税
非
課
税
の
世
帯
は「
限
度

額
適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」）を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

示
す
る
こ
と
で
、支
払
い
が
一
定

の
金
額
に
と
ど
め
ら
れ
ま
す
。

　
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

は
有
効
期
限
が
７
月
３１
日
㈮
ま

で
で
す
の
で
、市
役
所
の
窓
口

で
更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

国
民
健
康
保
険
限
度

額
適
用
認
定
証
の
更

新
は
、８
月
３
日
㈪

か
ら
受
け
付
け
し
ま

す
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こ
れ
か
ら
の
季
節
、自
宅
や

山
、海
等
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を

楽
し
む
方
が
多
く
な
り
ま
す
。

昨
年
、バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
で
使
用

し
た
炭
火
が
原
因
の
火
災
が
数

件
発
生
し
ま
し
た
。完
全
に
消

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
７０
歳
～
７４
歳
の
方
が
現
在

お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
の
有

効
期
限
は
、7
月
３１
日
㈮
で
す
。

　
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

割
合
を
算
定
し
た
新
し
い
受
給

者
証
を
７
月
中
旬
以
降
住
民
票

の
住
所
に
郵
送
し
ま
す
。

　
8
月
以
降
に
病
院
等
で
受
診

す
る
際
は
、被
保
険
者
証
と
一

緒
に
新
し
い
受
給
者
証
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
４
７
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
　
各
支
所

　

所
得
が
少
な
い
等
、保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困

難
な
場
合
に
は
、保
険
料
の
全

額
ま
た
は
一
部
の
納
付
が
免
除

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。ま

た
、30
歳
未
満
の
方
は
、世
帯
主

の
所
得
を
審
査
対
象
外
と
す
る

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　
７
月
１
日
㈬
か
ら
今
年
７
月

以
降
の
期
間
分
の
受
付
を
開
始

し
ま
す
。ま
た
昨
年
４
月
か
ら

法
律
が
改
正
さ
れ
２
年
１
ヵ
月

前
の
月
分
ま
で
遡
及
し
て
免
除

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、免
除
や
猶
予
の
期

間
分
は
将
来
受
け
取
る
年
金
額

が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
等
基
礎
年
金
番
号

　
の
わ
か
る
も
の

・
印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等

問

申
・
　
石
巻
年
金
事
務
所　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽

し
む
際
は
炭
火
の
取

り
扱
い
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
！

「
高
齢
受
給
者
証
」を

送
付
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
手
続
き
は

お
早
め
に
！

え
た
の
を
確
認
せ
ず
に
捨
て
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。ま
た
、

雑
木
林
に
炭
火
を
捨
て
、山
林

へ
燃
え
移
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
し
た
。炭
火
は
水
に
浸
す
等

内
部
ま
で
完
全
に
消
火
し
て
か

ら
処
分
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

　

ま
た
、火
が
弱
い
か
ら
と
着

火
剤
を
継
ぎ
足
す
こ
と
は
非
常

に
危
険
で
す
。突
然
火
が
大
き

く
な
っ
た
り
、火
が
飛
び
散
っ

た
り
し
て
火
傷
の
原
因
と
な
り

ま
す
の
で
十
分
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

問　
石
巻
広
域
消
防
本
部
予
防
課

　
　
☎
９5－

７
１
６
７

○
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

　
減
額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す

　
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、８
月
１
日
㈯
以
降
も
認
定

要
件
を
満
た
す
方
に
は
、保
険

証
と
一
緒
に
新
し
い
認
定
証
を

送
付
し
ま
す
。保
険
証
と
一
緒

に
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

※
住
民
票
を
異
動
せ
ず
に
他
地

域
に
避
難
さ
れ
て
い
る
方
や
、

住
民
票
の
住
所
以
外
へ
の
郵
送

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、忘
れ
ず

に
送
付
先
変
更
申
請
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

　
・印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

　
・保
険
証

問

申
・
　
保
険
年
金
課　

　
　
　
　
（
内
線
2
3
4
9
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
　
各
支
所　

・国
民
健
康
保
険
証

・
入
院
日
数
の
わ
か
る
領
収
書

等（
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
過

去
１
年
の
内
９０
日
以
上
入
院
さ

れ
た
場
合
の
み
）

問

申
・
　
保
険
年
金
課

　
　
　
（
内
線
２
３
４
3
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
　
各
支
所

　
　
☎
２２－

５
１
１
７

　
　
市
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
５
３
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
　
各
支
所

　
本
年
の
見
積
合
計
収
入
金
額

　
が
前
年
の
合
計
収
入
金
額
の

　

１０
分
の
３
以
上
減
少
し
た
方

申
請
方
法　
世
帯
全
員
の
平
成

　
２７
年
中
の
収
入（
申
請
時
で

　
の
収
入
金
額
と
申
請
後
の
収

　

入
見
込
額
）が
わ
か
る
資
料

　
お
よ
び
印
か
ん
を
持
参
し
て

　
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
納
期
限
の
１０
日
前

　
ま
で

※
減
免
に
は
基
準
と
な
る
収
入

　

額
が
あ
り
ま
す
の
で
、収
入

　

が
減
少
し
て
い
て
も
、減
免

　
に
該
当
し
な
い
場
合
も
あ
り

　
ま
す
。

問

申
・
　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
７
～　
　
　

　
　
　
２
３
３
９・２
３
４
２
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

今年も 特定健診（メタボ健診）始まりました

※河北地区、河南地区は総合健診になり、検診場所が変更になりますので受診票で確認をお願いします

地　　区 実施日程 会　　場

個別健診 旧石巻市 [1期～6期]6月8日（月）～9月30日（水）
[補足健診]10月1日（木）～10月9日（金）

石巻市医師会特定健診実施医療機
関

集団健診

牡鹿 6月17日（水）～20日（土） 牡鹿保健福祉センター「清優館」
網地島 7月11日（土） 網小医院
荻浜 6月27日（土）、28日（日） 荻浜中学校体育館

※河北 6月24日（水）～26日（金）
6月30日（火）～7月3日（金） 河北総合センター「ビッグバン」

雄勝 7月21日（火）、22日（水） 大須小学校体育館
7月23日（木） 河北総合センター「ビッグバン」

北上 7月24日（金）～26日（日） 北上中学校体育館
桃生 8月19日（水）～23日（日） 桃生総合支所（桃生公民館）

※河南
8月1日（土）～9月30日（水） ロイヤル病院（須江、広渕地区）
8月25日（火）～9月7日（月）（土日を除く） 河南母子健康センター

河南体育センター

■平成27年度特定健診・健康診査実施日程

特定健診（メタボ健診）を受診できます。市から受診票を送付します。
※75歳以上の方は1月の一括申込みの時に申し込まれた方に対して、受診票を
　送付します。「協会けんぽ、健保組合、共済保険の被扶養者等」の方の詳細につ
　いては加入している保険者へお問い合わせください。

国民健康保険加入者
40歳～74歳の方

病院に通っている方も受けられます!!
治療中の方で薬を飲んでいるにもかかわらず、高血圧や高血糖の方がたくさ
んいます。現在通院している方や服薬中の方も受診の対象となります。
特定健診では通常の診療では受けていない項目が含まれていますので、年に
１回自分の体をチェックしましょう！ なかなか数値が良くならない方は、健診結
果を持参し、かかりつけの医師に相談しましょう！！

　　保険年金課（内線2333・2354）問
※避難先での受診を希望される方は、「受診券」
　を送付しますので、事前にご連絡ください。

震災で市外に避難
されている方へ

石巻市メタボ該当者
県内 35市町村中 （平成25年国民健康保険）5 番目に多い !!

4市報 いしのまき 
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　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）
　  　　   　　21日（火）　午前10時〜午後3時　市役所２階相談室A・B
　　　　　　　　　　　 相続・許認可・相談ほか
　 申 問・ 　県行政書士会石巻支部　☎22-8471
●行政相談　 6日（月）　午前１０時〜午後３時　北上保健医療センター 
　　　　　　 8日（水）　午後1時〜3時　　　 中央公民館楽屋
　  　　   　　15日（水）　午後1時〜3時30分　 河南総合支所第2庁舎

　子　ど　も　
●県東部児童相談所（石巻合同庁舎） 18歳未満の子どもに関する相談
　午前8時30分〜午後5時15分（土日・祝日を除く） ☎95-1121
●子育てに関する相談（子育て支援センター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く） ☎94-2366

　介　　　護　
●各地域包括支援センター　※（　）内は担当地区

中央（石巻・中央） ☎21-5171 河北（河北） ☎61-1252
稲井（稲井・住吉） ☎93-8166 雄勝（雄勝） ☎61-3732
蛇田（蛇田） ☎92-7355 河南（河南） ☎86-5501
山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010 ものう（桃生） ☎76-5581
渡波（渡波・荻浜） ☎25-3771 北上（北上） ☎61-7023
湊（湊） ☎90-3146 牡鹿（牡鹿） ☎44-1652

　交 通 事 故　
●県交通事故相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前9時15分〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

　暮　ら　し　
●市民相談センター（市役所2階）
◦市民生活相談　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
　市民相談（内線2532）　家庭児童相談（内線2534） 
◦少年相談（内線2533） 午前9時〜午後5時（月･水･木・金曜日）
◦消費生活相談　☎23-5040 午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
●弁護士による無料法律相談（内線2532・2533）
　14日(火)　うみかぜ法律事務所高橋弁護士
　28日(火)　あおぞら総合法律事務所小川弁護士　
　午前10時30分〜午後4時
　定　員　1日9人〔先着〕　
　電話予約受付開始　1日(水)　午前9時

●虐待防止センター（市役所2階）
◦児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびDV相談（内線2535・2538・2539・
　2543）☎23-6614（直通）午前8時30分〜午後5時（土日・祝日を除く）
●女性のための面接相談（市役所2階相談室B）
　1日（水）・15日（水）　午前11時、午後1時30分、午後3時
　定　員　1日3人〔先着〕
　担　当　田口 京子（ウィメンズカウンセリングいずみ/日本フェミニストカ
　　　　　ウンセリング学会認定カウンセラー）
　 申 問・ 　地域協働課（内線4233）
●法律（弁護士）相談
◦仙台弁護士会石巻法律相談センター （石巻駅前ビル4階 穀町12-18）
　午前10時〜午後4時（土日・祝日を除く）
　震災時被災3県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です。
　 申 問・ 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　（受付　午前10時〜午後5時〔先着〕土日・祝日を除く）
※当日の相談予約・キャンセルは直接石巻法律相談センターへ
　午前9時30分〜午後3時　☎23-5451
●県政に関する相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●県消費生活相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●震災に関する裁判所の手続き案内（仙台家庭・簡易裁判所）
　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎022-745-6090
●無料人権相談
　  6日（月） 　午前10時〜午後3時　北上保健医療センター
　15日（水） 　午前10時〜午後3時　河南総合支所
　17日（金） 　午前10時〜午後3時　河北総合支所
　 問  仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●農家相談（河北総合支所3階会議室）　17日（金）　受付開始　午後1時30分
　詳細については、事前にお問い合わせください。
※農地法許可申請受付期間　6日（月）〜10日（金）
　 問　農業委員会事務局 ☎62-4826
●年金に関する相談（石巻年金事務所）
・毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
・休日年金相談  11日（土）　午前9時30分〜午後4時　☎22-5115

７月の相談あんない

　DV・デートDV・児童虐待等、女性への暴力や家族内の暴力が今、大
きな問題となっています。どなたでも参加できる講座を開催しますの
で、問題の解決・回復について学んでみませんか。
と　　き　8月5日（水）　午前10時〜正午
と こ ろ　向陽地区コミュニティセンター
定　　員　50人〔先着〕
講　　師　針生早苗（NPO法人ハーティ仙台）
申込方法　電話、FAXまたはEメールで申し込みください。
　　　　　※託児希望の場合、31日（金）までに電話で申し込みください。
　 申・問　地域協働課（内線4234）FAX22-4995
　　　　　  iscviact＠city.ishinomaki.lg.jp

被災地におけるＤＶ被害者等サポート講座

要予約

《回線契約は慎重に》
　「ひかり回線」や「プロバイダ」の乗り換え契約手続きが簡単になってい
く一方で、知らない間に他社からの乗り換えが完了していた等の問題が
生じています。
　業者の電話や自宅訪問で、早口での説明や専門用語を使われると、十
分に理解しないまま不要な契約をしてしまうことがあります。
　以前よりも料金が高くなったり、解約しようとしても違約金が発生する
場合もあります。
　乗り換えが本当に必要かいったん電話を切ってよく考えるか、きっぱり
断りましょう。
　　市民相談センター（消費生活相談）　☎23-5040

市民相談センターから

　振り込め詐欺等の手口や対処法を寸劇や
歌等を用いて楽しく説明する高齢者向けの
講座や、お金の大切さを学ぶ小・中・高校生向
けの講座等、お金に関するさまざまな講座メ
ニューがあります。　
　まずはお気軽にお電話ください。
対　象　老人クラブ、町内会、各種会合（少人
　　　　数でも開催できます）
受　付　午前9時〜午後5時（土日・祝日・年末
　　　　 年始を除く）
申・問　 東北財務局金融監督第三課
　　　　☎022-266-1111　

東北財務局・出前講座
　ヘルプカードは、援助を必要とする障害のある
人が携帯し、手助けがほしいときに必要な支援や
配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。
対　　象　身体、知的、精神に障害のある方、難病
　　　　　患者、その他所持を希望する方（手帳
　　　　　等の交付の有無は問いません）
配布場所　障害福祉課、各総合支所保健福祉課
　　　　　ホームページからのダウンロードもできます。
※カードは名刺サイズ
※市への登録不要
問　障害福祉課（内線2482）

「ヘルプカード」の配布
　北朝鮮による日本人拉致問題の解
決には、私たち一人ひとりの声が必要
です。
　拉致問題に対する認識を深めても
らうためのパネルを展示します。
　ぜひ、お立ち寄りください。
と　き　7月21日（火）〜8月21日（金）
ところ　市役所5階市民サロン
　　　　北朝鮮に拉致されたすべての
　　　　人を救出する宮城の会
　　　　☎090-3755-5893　

北朝鮮に拉致された日本人被害者のパネル展

問

問
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